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院外処方の一般名処方加算について

平成24年4月1日以降、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に収載されている品

名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方箋を交付した場合に、医療

機関において「一般名処方加算」を算定できることとなりました。

昨今の診療報酬改訂では段階的に一般名処方加算の算定点数引き上げが行われており、各

医療機関における一般名処方の推進がますます期待されています。

そこで今回は、一般名処方加算の概要と一宮市立市民病院(以下、当院)における算定実績に

ついて以下に紹介します。

Ⅰ．一般名処方とは

一般名処方とは、院外処方箋の薬剤名を｢商品名｣ではなく｢一般名(成分名)｣

で記載して交付する事であり、後発医薬品の使用促進や深刻化する医薬品の供給問題への

対策として重要と考えられています。当院では、「一般名処方加算」の対象薬を院外処方する

場合に、印字される薬剤名が自動的に一般名で表記されるシステムを導入しています(図1)。

図1 院外処方における一般名処方
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Ⅱ．一般名処方加算の概要

一般名処方加算は、｢一般名処方加算1｣と｢一般名処方加算2｣に分類され、交付した処方

箋に含まれる医薬品のうち、全ての加算対象薬が一般名処方されている場合(2品目以上の

場合に限る)には「一般名処方加算1」を、1品目でも一般名処方されている場合には「一般名

処方加算2」を算定できます(表1)。また、一般名処方加算対象薬については、厚生労働省の

ホームページにて「一般名処方マスタ」が公開されており、対象薬の｢成分名｣・｢規格｣・｢一般

名処方の標準的な記載｣・｢一般名処方加算対象｣等の情報が記載されています(表2)。

表1 一般名処方加算の分類

※令和7年5月時点での採用薬情報

加算名称 算定要件と対象薬(例) 点数

一般名処方加算 1

全ての加算 1対象薬が一般名処方されている場合

(2 品目以上の場合に限る)

10 点＜当院採用薬における加算 1対象薬＞

・アセトアミノフェン錠 200mg｢三和｣

・マグミット錠 330mg など

一般名処方加算 2

加算 2対象薬のうち、1 品目でも一般名処方されている場合

8点＜当院採用薬における加算 1，2 対象薬＞

・イグザレルト OD錠 10mg

・フェブキソスタット錠 20mg｢ﾄｰﾜ｣ など

表2 一般名処方マスタ (一部抜粋)
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Ⅲ．一般名処方加算の算定実績

当院における過去2年間の一般名処方加算算定実績を図2に示します。2024年度はシステ

ム整備を行い、加算対象となる当院採用薬の全てで一般名処方を開始しました。その結果、

2024年度の一般名処方加算1算定件数は約69.2%増加し、一般名処方加算1と2の合計算

定件数も約14.8%増加しました。

図2 一般名処方加算の算定実績
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